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市からのお知らせ（詳細は各課にお問い合わせください）KUNISAKI INFORMATION

国東市農業応援定額給付金について

　条例改正により、４月１日から「し尿くみ取り手

数料」の定額制が廃止され、従量制のみとなり、料

金も変更されます。

　収集や料金のご相談は、下記事業者にお問い

合わせください。なお、国東町の収集区域は北部

と南部（国東町小原三尾谷川が境界）に分かれて

いますのでご注意ください。

【国見・国東北部】

くにさきエコシステム　　0978-89-5700

【国東南部・武蔵・安岐】

開豊産業東郡衛生社　　0978-72-2277

４月１日から「し尿くみ取り手数料」の
区分と料金が変わります

【問合先】環境衛生課　　0978-72-9001

　新型コロナウイルスの影響により収入が大きく減

少している農業事業者に対して、事業の継続を支

援するために「国東市農業応援定額給付金」を支

給します。

【給付金額】

　１農業事業者につき１０万円

【主な支給対象要件】

①市内在住の農業事業者および市内に事業所の

ある法人。

②個人事業主は税申告、法人は法人税申告を行っ

ていること。

③前項の税申告または法人税における農業収入額

が、個人事業主は１００万円以上、法人にあっては

２００万円以上であること。

【問合先】高齢者支援課 高齢者支援係　　0978-72-5189

【ケアマネジャー】

期間　令和３年４月１日～令和４年３月31日

業務　介護予防、介護予防マネジメント業務等

勤務　地域包括支援センター（週５日）

報酬　月額206,300円～

　　　（通勤手当、期末手当の支給あり）

【看護師】

期間　令和３年４月１日～令和４年３月31日

業務　介護予防に関する指導支援、相談業務等

勤務　高齢者支援課（週５日）

報酬　月額187,100円～

　　　（通勤手当、期末手当の支給あり）

ケアマネジャー・看護師を募集しています

募集チラシ

【申込書配布場所・提出場所】

本庁総務課、各総合支所地域振興課

※申込書は市ホームページでも配布しています。

④農業収入額が減少しているもののうち、個人事

業主は令和２年度分の税申告、法人は前年の

法人税申告における農業収入額が２０％以上減

少しているもの。

⑤「国東市小規模事業者応援定額給付金」、「国

東市水産業応援定額給付金」、「国東市農泊事

業者応援定額給付金」を受給していないこと。

【必要な書類】

　申請書、誓約書、申告書、振込口座通帳の写し

※申請書等は市ホームページおよび申請窓口にて

配布します。

【申請窓口】

　本庁農政課、各総合支所地域振興課

【申請期間】

　２月１５日㈪～３月３１日㈬

現行

区分

定額制
回数割

人頭割 月額264円

１回110円

１回220円

748円従量制

１世帯１人つき

無臭トイレ以外のくみ取り

無臭トイレのくみ取り

料金細区分

くみ取り量100リットルにつき

改正後

区分

定期
収集

臨時
収集

500円

10円

2,000円

10円

従量制

基本料金（50リットル未満）

50リットル以上１リットルにつき

基本料金（200リットル未満）

200リットル以上１リットルにつき

料金細区分

　これまで、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、

令和３年３月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を

児童扶養手当として受給できるようになります。 ※遺族年金受給者の取り扱いはこれまで通り変更ありません。

　すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、受給の申請は不要です。それ以外の方は、

福祉課まで申請してください。

障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の皆さま
３月より児童扶養手当が変わります

【問合先】福祉課　子育て支援係　　0978-72-5164

現状

これから

全額
支給停止

障害基礎年金等 児童扶養手当＞

本体部分

子の加算部分

障害基礎年金等の全体額が児童扶養手当の

額を上回るため、手当全額が支給停止。

比較
調整

差額を
支給

障害基礎年金等 児童扶養手当＜

本体部分 差額を支給

子の加算部分 子の加算部分と同額分は支給停止。

比較
調整

高齢者が安心して

暮らせる地域を、

一緒につくって

いきませんか
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